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本会議は30人、委員会は10人まで傍聴できます。
　新型コロナウイルス感染拡大防止のため、変更に
なる場合があります。
　詳しくは、議会事務局までお問い合わせください。
問い合わせ先　議会事務局　TEL 377－5656

令和4年 第１回定例会の予定
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委員長報告・質疑・討論・採決

議会を傍聴しませんか

　固定資産税は、毎年１月１日現在の固定資産所有者に課税されま
す。住宅や車庫などの建物を取り壊したとき（一部分の取り壊しを
含みます）は、現況確認が必要ですので、税務課へ必ずご連絡くだ
さい。連絡がないと、確認ができず引
き続き課税されることになります。
　また、登記済の建物を壊したときは、
法務局で滅失登記の手続きも必要とな
ります。
問い合わせ先
税務課　TEL 377－5655

内容：働くことに悩みを抱えている
　　　方のさまざまな相談や就労の
　　　支援をお受けします。
対象：15～49歳で無職の方
　　　（ご家族・関係者・在学中でも可）
日時：２月24日（木）　10時～12時
場所：朝日町役場　２階第２会議室
問合せ・申込先：
北勢地域若者サポートステーション
TEL 359－7280

建物を取り壊したときは
税務課へご連絡ください

　地震・津波や武力攻撃などの発生時に備え、次のとおり情報伝達訓練を行います。この訓練は、全国瞬時警報システ
ム（Ｊアラート）（※）を用いた訓練で、朝日町以外の地域でも様々な手段を用いて情報伝達訓練が行われます。

（※）Ｊアラートとは、地震・津波や武力攻撃などの緊急情報を、国から人工衛
　　　星などを通じて瞬時にお伝えするシステムです。

放　　送　　内　　容情報伝達手段
　町内19か所に設置してある防災行政無線から、
一斉に、次のように放送されます。
　上りチャイム音
＋　「これは、Jアラートのテストです。」×３
＋　「こちらは、ぼうさいあさひちょうです。」
＋　下りチャイム４音

防災行政無線

問い合わせ先
防災保全課　TEL 377－5610

（2）訓練で行う放送試験（1）訓練実施日時
　　  ２月16日（水）　11時ごろ

防災行政無線を用いた情報伝達訓練の実施

「輝く女性のトータルマナー講座」
～体験しながらビジネスマナーを身につけよう～
「輝く女性のトータルマナー講座」
～体験しながらビジネスマナーを身につけよう～

日　時：３月16日（水）　10時～11時30分　
場　所：朝日町役場　２階　大会議室　
講　師：株式会社オフィスフルール
　　　　代表取締役　大橋　直美さん
参加費：無料
定　員：先着20名程度　
　　　　※２月10日（木）より受付開始。定員に
　　　　　なり次第、締切させていただきます。

申込方法：電話または企画情報課窓口
申込・問い合わせ先
企画情報課　TEL 377－5663

※新型コロナウイルス感染症の拡大防
　止のため、内容の変更や中止となる
　場合があります。その場合は、朝日
　町ホームページにてお知らせします。
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ステーション出張相談


